
   

経営発達支援計画の概要 

実施者名 
那珂川市商工会（法人番号 2290005003026） 

那珂川市（地方公共団体コード 402311 ） 

実施期間 令和 8年 4月 1日～令和 13年 3 月 31日 

目標 

1. 地域第三次産業小規模事業者の稼ぐ力の強化 

2. 地域第三次産業小規模事業者のＳＮＳ、ＨＰ等を活用した販路開拓のため

の情報発信の強化 

3. 地域資源を活用した観光産業の振興 
4. 創業支援・事業承継支援 

事業内容 

経営発達支援事業の内容 

3．地域の経済動向調査に関すること 

国等が提供するビックデータや経営指導員等が地域経済分析システムを

活用し地域経済動向分析を行いＨＰにて公表する。これらの分析結果によ

り地域経済・消費動向等を掴み、小規模事業者に対して的確な支援を行う。 

4．需要動向調査に関すること 

小規模事業者に対し、その事業者が必要としている需要動向調査を実施

し、その調査結果データを基に事業計画への反映を行うと共に、新たな需

要開拓への取組に有効活用する。 

5．経営状況の分析に関すること 

経営課題の「見える化」を行うため、財務分析、強み・弱みなどを踏まえ

小規模事業者の課題抽出を行い、個社の経営状況を把握し、事業計画策定

に活用する。 

6．事業計画策定支援に関すること 

上記 3～5で明らかになった課題に対して解決に向けた事業計画策定を支援

する。また、創業者・事業承継者に対する事業計画策定支援を行う。より、

実現性の高い事業計画に寄与できるようＤＸ推進セミナー等を開催し、小

規模事業者の競争力の向上を目指す。 

7．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 事業計画策定者に対して、定期的な巡回を通じ事業計画進捗状況の確認や

課題解決に関する支援を行う。 

8．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

自社と自社商品・サービスの情報発信を行っていない、もしくは取り組み

の弱い小規模事業者に対してはＳＮＳ・ＨＰ等活用による販路開拓支援を

行う。また、福岡女子商業高等学校と福岡県商工会連合会と連携した地場

小規模事業者の需要開拓支援（商品開発支援等）を行う。 

連絡先 

那珂川市商工会 

〒811-1242 福岡県那珂川市西隈 3-1-10 

TEL：092（952）2949 FAX：092（952）9101 

e-mail：nakagawa@shokoukai.ne.jp 

那珂川市 地域振興課 

〒811-2392 福岡県那珂川市大字安徳 702番地 1号 

TEL：092（408）9864 FAX：092（953）4563 

e-mail：tiiki@city-nakagawa.fukuoka.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１目標 

（１） 地域の現状及び課題 

① 現状 

◆ 立地と特性 

  当会は那珂川市全域を管轄している。 

「那珂川市」は福岡県西部にあり、南高北低の地形で総面積は 74.95 平方 km で市域の約

70%が森林である。北部・西部は福岡市に接し、福岡市の都心部から 13km の距離に位置し

ているほか、東部は春日市と大野城市、筑紫野市、南部は佐賀県、福岡都市圏の一部を構

成する。南部側は三方を背振連山に囲まれ、市の名称にもなった那珂川が市の中央を南北

に貫いている。新幹線博多南駅や西鉄バス那珂川営業所の周辺を中心とする市北部の平地

部はベッドタウンとして発展しているが、他の地域は農地や山地となっており、那珂川の

上流には南畑ダムや県内最大の五ケ山ダム・背振ダムがあり、福岡都市圏の水がめとなっ

ている。その周辺には渓谷や滝が点在している。 

近年では、『都心から近いアーバンアウトドアの聖地』を那珂川市総合計画 2021－2030

の中で掲げており、アウトドアブランド「モンベル」が手がけるキャンプ場やコワーキン

グスペースを備える中ノ島公園や博多南駅ビルなど、変化する消費者ニーズに応えるスポ

ットが増えている。また、福岡市南部の外縁地区（南区鶴田・老司・警弥郷・弥永など）

や春日市西部の外縁地区よりも市の中心部は商業が発達しているためこれらの地区から買

い物に訪れる人も多い。 
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    資料：平成 27 年交通センサス 

 

 

◆  人口等の特徴と推移 

市全体で見ると 2020 年に 50,112 人と順調に人口は増加していたが、北部の一部地域で

は都市化により人口が増加している反面、面積の大半を占める中南部地域では過疎化と高

齢化が進行している地域もあるなど、同じ市の中でも正反対の特性を持っている。市の人

口の約 8割近くが市街地に集中しており、那珂川市の中心地区は福岡市や春日市との間で

境界がスプロール化している場所が多い。この一極集中型の市街地のため、人口密度は人

口集中地区では 7,000 人/平方 km に近くなる一方、市全体では 663 人/平方 km と約 10分の

1の人口密度になる。 

現在、那珂川市全体の平均年齢は 44 歳で、65 歳以上の割合は 25％程度。45～49 歳の働

き盛り世代が 8.6％と最も多く比較的住民年齢が若い市となっている。これは福岡市の都

心部から 13km の距離にあること、最寄りの新幹線博多南駅から博多駅まで新幹線で最速 8

分、330 円で利用できることが考えられる。 
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    総務省 国勢調査及び国立社会保障・人口問題研究所 将来推計人口、総務省住民基本台帳に

基づく人口、人口動態及び世帯数を基に GD Freak!が作成 

 

◆ 那珂川市の産業 

総括 

商工業者数は令和元年と令和 6年を比較するとコロナ禍の影響を受け商工業者数、小規

模事業者数ともに減少した。特に小規模事業者は 10.9%の減少となっている。対人接触が

多いと思われるサービス業のみ大きく減少しており、市業者割合は 5％減っている。業種

構成割合別にみると令和元年はサービス業が 28%と一位で以下、建設業が 22.7%、小売業が

18.2%と続く。令和 6年度は建設業が 24%で一位、以下サービス業 23%、小売業 19％と続

き、一位がサービス業から建設業に入れ替わっている。コロナ禍も過ぎたことから今後サ

ービス業の創業等が増えていくものと考えられる。 

産業別総生産額をみると第三次産業が総生産の 83.1％を占めている。令和 6年の那珂川市

の業種割合は建設業が 24％で一位を占め、製造業の 8.7％を合わせると 32.7％になるが、

第二次産業全体の生産額は 15.5%と低い状況である。 
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那珂川市の業種別商工業者数等の推移について（6年比較） 

 令和元年 令和 6年 増減③-① 

（件） 

増 減

（％） 

① 事 業

者 数

(件) 

②事業者

割合（%） 

③ 事 業

者 数

(件) 

④事業者

割合（%） 

建設業 375 22.7 382 24.0 7 1.9 

製造業 134 8.1 139 8.7 5 3.8 

卸売業 112 6.8 107 6.7 △5 △4.5 

小売業 300 18.2 303 19.0 3 1.0 

飲食業 188 11.4 184 11.5 △4 △2.2 

サービス業 462 28.0 366 23.0 △96 △20.8 

その他 80 4.8 113 7.1 33 41.3 

商工業者合計 1,651 100 1,594 100 △57 △3.5 

小規模事業者数 1,271 1,133 △138 △10.9 

令和元年、令和 6 年商工会実態調査より 

 

那珂川市の産業別総生産額          単位：百万円、％ 

 令和元年 

（4 年版） 

令和 2年 

（5年版） 

令和 3年 

（6年版） 

第一次産業 473 0.5 447 0.5 425 0.4 

第二次産業 11,591 12.4 17,331 17.9 15,091 15.5 

第三次産業 80,639 86.3 78,502 81.1 80,923 83.1 

その他 743 0.8 543 0.6 990 1.0 

合計 93,446 100 96,803 100 97,429 100 

出典：福岡県「令和 4 年～令和 6年年福岡県県勢要覧」 

 

【業種別の特徴と景況感】 

＜全業種共通＞ 

少子高齢化に起因する我が国の労働力供給制約がある中、コロナ禍後経済社会活動の回

復等に伴う人手不足の問題も再び顕在化しており那珂川市においても例外ではない。 

 

＜商業・サービス業＞ 

市内の商業の歴史は新しく、古くからの商店街などはほとんどない。那珂川市が都市化

し始めた昭和 55年以降ユニード（現：ダイエー・グルメシティ）・サニーなどが進出した。

現在は都市化も進行し、マルショク、サニー、マックスバリュといったスーパーマーケッ

トのほか、ＭＥＧＡドンキ、トライアルといったディスカウントストアもあるが、大型複

合商業施設クラスのものはなく、幹線道路沿いにロードサイド店舗が数多く立地してい

る。小規模事業者が営む小売店の中には地域に親しまれている良いお店（優良店）はある

ものの、他地域から顧客を誘引できる有名店はなく、スーパーやディスカウントストアの

進出により全体としては厳しい状況である。 

 

＜建設・製造業等その他＞ 

建設業は那珂川市の業種構成では最大であるが生産額は 15.5％で製造業を含めても第

三次産業の 83.3％に比べて著しく低い。工業は今光・片縄地区の一部でみられる程度で

ある。 
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◆  那珂川市総合計画 2021－2030 

那珂川市総合計画 2021－2030では『地域資源を活かした活力あるまちづくりを掲げ、『地

域の経済・雇用を支える産業を創出・育成する』ことを目標としている。新たな起業の育

成、地場産業のイノベーションによる商工業の活性化に加え、那珂川市の豊かな自然環境

を活かした観光振興により域内消費の拡大に取り組んでいる。 

 

◆ 市の計画に対して商工会ができること 

    

那珂川市総合計画 2021－2030

の具体的施策 

商工会が市と連携してできる

こと 

商工業の活性化 

 

➢ 商工業の活性化 

⇒プレミアム商品券の発行 

⇒農業・商工業が連携した交流

イベントの促進 

⇒特産物の販売促進 

➢ 中小企業の育成支援 

⇒中小企業の経営基盤の強化 

⇒各種融資制度の周知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 企業誘致と雇用の確保 

⇒継続して関係団体と連携を

取りながら積極的な情報発信・

情報収集に取り組む 

地域経済を支える小規模事業者の持続

的発展への支援 

➢ 商工業の活性化 

⇒プレミアム商品券の発行 

  ⇒農っ工ら商（※１） 

   

 

➢ 中小企業の育成支援 

⇒経営革新支援、財務強化、

資金繰り・金融支援、生産性

向上支援（ＤＸ支援、キャッ

シュレス対応支援等） 

⇒個店のブランド化・差別化

推進、ＤＸ推進、ＳＮＳ等の

活用、Ｇｏｏｇｌｅ Ｍａｐ

の活用等による販路拡大 

観光部会・商業部会のＮ・Ｐ

ＡＳＳ事業（※２）との連携 

➢ 雇用の確保 

企業業績向上による雇用の促

進 

新たな企業の育成 

➢ 起業・創業者の育成支援 

⇒創業塾の開催 

⇒創業者のフォローアップ 

 

➢ 地域産業のイノベーション支援 

⇒起業 ・創業者・金融関関とマ

ッチングする交流関会の促進 

地域経済活性化と新陳代謝の促進 

➢ 創業者育成支援、事業承継支援 

⇒創業塾の開催 

⇒創業者のフォローアップ 

➢ 異業種交流会の開催や福岡よろ

ず支援拠点のセミナー開催 

地域資源を生かした観光の開発 

➢ 観光情報の発信 

⇒観光ルートマップ、リーフレ

ット、ＳＮＳ、ＨＰの活用 

⇒地域ブランディングの確立 

地域振興事業の推進 

➢ 商工会（観光部会）と連携した情

報発信 

⇒新たなモニターツアーの開

発 
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⇒域内周遊性の向上の推進 

➢ 体験型アクティビティの実施 

⇒アウトドア環境を生かして、主要

施設周辺でのキャンプ、湖面アクテ

ィビティなどの充実を図る。 

➢ 五ケ山クロスを核とした滞在型観

光の推進 

⇒五ケ山クロスを起点に市内

の観光拠点や施設を周遊する

滞在型観光を推進し、域内消費

の拡大を推進する。 

 

➢ 周辺自治体と広域連携による観光

の検討 

⇒観光連携協定を締結した佐

賀県吉野ヶ里町を中心に国道

385 号線や背振山系で繋がる周

辺自治体との連携による広域

的な観光振興を検討する。 

⇒ＳＮＳ、ＨＰの活用 

➢ 商工会（観光部会）が行っている

モニターツアーとの連携 

   

 

➢ 滞在型観光企業の育成、滞在型観

光企業間の連携推進、特産品の開

発支援 

⇒体験を好む消費者ニーズに合

う特産品の開発 

 

 

➢ 吉野ヶ里商工会との連携（観光イ

ベントの共同企画等） 

    ※１：那珂川市商工会主催の地域振興イベント 

    ※２：那珂川シティパスポートの略で那珂川市内の飲食業、食品小売業、生活関連商品小売・

サービス業、建設業など約 110社程度の事業所を掲載。回遊や売上促進のため抽選でプ

レミアム商品券が当たる仕組みを取り入れている 

 

（１） 課題 

◆ 小規模事業者の経営力向上が必要 

・那珂川市では、若い世代が多いことから、コンビニは 21 店舗、スーパー・ドラックストアな

どの量販店は 25 店舗ある。これらの店舗が地域の雇用を支えていることは確かだが、地域の

小規模事業者にとっては厳しい経営環境が続いている。 

・当会が支援する小規模事業者は主に個人経営等の事業者が中心であり、事業主の高齢化も進ん

でおり、事業計画策定や経営分析を行わずに成り行き経営になっている事業者も少なくない。 

・コロナ禍の影響を受け、いったん商工業者数、小規模事業者数ともに減少したものの、コロナ

禍収束とともにサービス業の出店・創業が増加に転じている。このような状況ではあるが小規

模事業者においては強み等の把握ができておらず、同業他社との差別化（ブランド化）が不十

分であり、売上不振に陥ることが予想される。 

・小規模事業者の今後の活路を見出すためには、小規模事業者ならではの独創性、強みを活かし

た経営力の向上が必要である。 

 

◆ ニーズに合った商品の提供、販路開拓、生産性向上・ＤＸへの取組が必要 

・小規模事業者の多くは、経営者自身の経験や個人的主観、自社が得意とするものに基づいた商

品等を提供する傾向が強く、メインターゲットとなる地域の顧客ニーズや消費動向の変化を把

握できていないため、売上に結びつかないケースが多い。 

・市の中心部は福岡市南部の外縁地区（南区鶴田・老司・警弥郷・弥永など）や春日市西部の外

縁地区よりも商業が発達しているためこれらの地区から買い物に訪れる人も多い。那珂川市の

消費者も含めて店舗等の販路開拓（情報発信）が必要であるが、実行できていないことが多く

売上拡大の関会を失っていることが多い。 

・現在の消費者の多くはＳＮＳやＧｏｏｇｌｅ Ｍａｐなどを使い自分のニーズに合う店舗を

探すが、小規模事業者はＩＴリテラシーが低いことから、ネットやスマホを活用したＳＮＳ
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販路開拓やキャッシュレス決済、デジタル技術を活用した業務効率化などについていけない

事業者も多い状況である。 

・町内には人手不足の状況にある事業者が多いため、ＤＸを取り入れた生産性の向上や販売促

進等に取り組む必要がある。 

 

◆ 那珂川市の豊かな自然環境（地域資源）を生かした観光振興 

・豊かな自然を生かしたキャンプ場などのレジャー施設、レストランや、グランピングなどの宿

泊施設が増えてきているが、夏期に繁忙期が集中する。官民とも十分に地域資源を生かしてい

くため、冬期の観光産業振興に力を入れていく余地がある。 

 

◆ 事業承継・創業者育成が必要 

・那珂川市は比較的若い市ではあるが、経営者の高齢化は今後高齢化が進んでいく（※）また、

コロナ禍の影響から抜け出せず、業績不振にて廃業に至る事業所が顕在化しつつあるなか、那

珂川市総合計画（2021－2030）に揚げられているとおり新たな雇用の場の創出、及び地場産業

の活性化のため今後の円滑な事業承継や創業者への育成が必要である。 

     

    ※那珂川市商工会の会員の約 37％は 60歳以上の経営者であり 18％は 70歳以上となってい

る。 

 

（２） 小規模事業者に対する長期的な振興の在り方 

那珂川市の今後 10 年を見据えると、経営者の高齢化、大手の小売店チェーン店の出店、

ネット社会への対応など小規模事業者を取り巻く経営環境は厳しさを増していくものと思

われる。 

 地域の現状と課題を踏まえ、那珂川市総合計画 2021－2030 における産業振興を見据えな

がら、地域経済を支える小規模事業者の持続的発展に向けて、今後 10 年の振興の在り方に

ついて、下記のように考える。 

 

① 地域第三次産業小規模事業者の稼ぐ力の強化 

10 年後における地域のあるべき姿：地域の小規模事業者が独創性や独自の付加価値を持つ

などの強みを活かした経営を行い、ブランドを確立し収益を伸ばしている姿 

理由：市内の小売業者等はナショナルブランドの店が多く価格面では太刀打ちできないため

独自ブランドを確立するための情報提供や販路開拓の支援を行っていく。 

 

② 地域第三次産業小規模事業者のＳＮＳ、ＨＰ等を活用した販路開拓のための情報発信の強

化、消費者ニーズに基づいた新商品開発支援 

10 年後における地域のあるべき姿：地域の実店舗をもつ商工業者が顧客ニーズに基づいた

商品やサービスの情報を積極的に発信し所在地以外からも大きく売上を伸ばしている姿 

理由：那珂川市の人口は 2025 年をピークに今後減少に転じる予想であり、特に増加周辺自

治体からの顧客の誘因が必要である。現在の消費者の購買行動については、ＡＩＳＡＳ（ア

イサス）の法則（※）にみられるようにインタ―ネットで検索することが多く、顧客の商品

等の購入行動後、「口コミ」が消費者間で共有され、更なる広告宣伝効果を発揮している。

また、商品やサービスの開発に当たってはメインターゲットとなる地域の顧客ニーズや消費

動向の変化を把握することが重要だが、地域の小規模事業者はできていない。このため顧客

ニーズに基づいた商品・サービスの開発とその販路開拓のため情報発信を行えるよう支援し

ていく。 

 

※ AISAS（アイサス）の法則とは、Attention（認知・注意）、Interest（興味・関心）、Search

（検索）、Action（行動）、Share（共有）の 5 つの頭文字をとった消費者の購買行動モデル
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のこと。 

 

③  地域資源を活用した観光産業の振興 

10 年後における地域のあるべき姿：那珂川市の魅力が認知され、通年で体験型コンテンツ

が確立し、宿泊・飲食・体験・物販が回遊導線で結ばれ、観光消費単価が向上する姿である。

平日・閑散期にも地元の資源を生かした着地型観光の増加。 

理由：体験型観光が定着することで創業の増加が見込まれること、地場産業と関連する各種

商品・サービスの提案により粗利を高め、観光の裾野を地域小規模事業者に広く波及させる

ためである。 

 

④  創業支援・事業承継支援 

10 年後における地域のあるべき姿：創業支援は年間創業数が安定的に 9 件、創業支援者の

5 年生存率が 70％を維持する姿である。事業承継支援は後継者候補育成と第三者承継の市

場が整備され、支援企業の 30％が計画的に承継完了する姿である。 

理由：創業支援は、新しいビジネスの創出を促し、地域経済の活性化や雇用の創出に繋がる

ため重要である。事業主の高齢化で事業の担い手が不足する中、創業により新陳代謝と産業

の多様化を促し、地域の稼ぐ力を再構築する必要がある。単発支援ではなく、計画・資金・

実行・検証の伴走体制を整え、失敗コストを下げて生存率を高めることが重要である。事業

承継支援は、企業の存続と成長を支え、廃業による雇用や技術の喪失を防ぐために不可欠

で、早期の事業承継計画、Ｍ＆Ａ仲介・金融・専門家連携の仕組み化が不可欠であり、承継

後の経営改善まで切れ目なく支援する必要がある。 

 

 

（３） 経営発達事業の目標 

① 地域第三次産業小規模事業者の稼ぐ力の強化 

支援計画の認定期間（５年間）目標 

ＫＧＩ：売上高、経常利益率 10％増 

ＫＰＩ：新規顧客獲得数 従業員一人あたりの売上高 10％増加 

設定した理由：売上や利益は最終的な事業の成長を数値で捉え、経営の健全性を判断でき

る。その過程の中で新規顧客獲得数 従業員一人あたりの売上高を高めることがまず必要

である。 

 

② 地域第三次産業小規模事業者のＳＮＳ、ＨＰ等を活用した販路開拓のための情報発信の強

化 

支援計画の認定期間（５年間）目標 

≪ＳＮＳ、ＨＰ活用をした販路開拓≫ 

ＫＧＩ：売上高 10％増 

ＫＰＩ：フォロワー数 10％増、サイトアクセス数 10％増 

設定した理由：売上は事業の成長に直結する最も重要な指標でありＳＮＳやＨＰからの

購買を直接的に促すため。ＳＮＳのフォロワー数、ＨＰのサイトアクセス数の増加は売

上に係る特に重要となる要因 

≪消費者ニーズに基づいた新商品開発支援≫ 

ＫＧＩ：顧客ニーズの商品化による売上 10％増 

ＫＰＩ：新規顧客獲得数、新製品売上高比率 10％増加 

設定した理由：新商品の事業に及ぼす影響を測定するため設置 

 

③ 地域資源を活用した観光産業の振興 

支援計画の認定期間（５年間）目標 



９ 

 

ＫＧＩ： 観光入込客数 10％増加 

ＫＰＩ：那珂川市や市内観光関連事業者との情報交換会 年 3回 

設定した理由：情報交換・共有を行いながら観光コンテンツの開発や地域イベントの開

催につなげる。 

 

④ 創業支援・事業承継支援 

支援計画の認定期間（５年間）目標 

≪創業支援≫ 

ＫＧＩ：創業件数 45 件、5 年生存率 80％以上、創業後 3 年の売上初年度比 10％増 

ＫＰＩ：創業計画 9件（年）年６回のフォローアップ支援 

設定した理由：創業は地域経済の活性化や雇用の創出に繋がるため現状の創業者数から件

数を設定 

 

≪事業承継支援≫ 

ＫＧＩ：承継完了 5件、承継後２年で売上 10％増・雇用維持率 80％ 

ＫＰＩ：承継診断実施 18社、事業承継計画策定 6社、（年間）年６回のフォローアップ

支援 

設定した理由：事業承継は企業の存続と成長を支え廃業による雇用や技術の喪失を防ぐ

ために必要である。65歳歳以上の経営者から件数を設定 

 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

２．経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（ 令和 8年 4月 1日～ 令和 13年 3月 31日） 

 

（１） 経営発達支援事業の内容 

① 地域第三次産業小規模事業者の稼ぐ力の強化 

達成方針１：丁寧なヒアリング等経営状況の把握 

財務の定量的な分析及び自社の強みや弱みなどの定性分析も併せて行う。 

設定した理由：自社の経営状況を把握し、問題点について腹落ちしなければ自発的経営改善

行動に結びつかない。 

達成方針２：経営分析に基づいて経営改善に係る事業計画策定を支援する。 

計画実行に当たっては自走化できるように合わせて指導する。 

設定した理由：事業計画を立てることで、経営の目標や達成方法が具体的になり、経営資源

を効率的に配分できるようになる。会社全体の進むべき道が明確になるため、迅速な意思決

定が可能となり、間違った判断をするリスクも最小限に抑えられる。 

達成方針 3：定期的なフォローアップ（進捗確認） 

フォローアップの際に明確になった課題に関しては優先順位を付けて課題解決にあたり計

画の進捗状況に差異が生じた場合には専門家のアドバイスを交えながら支援を行う。 

設定した理由：現状の通り事業計画策定後のフォローを行わないと、日々の営業活動に追わ

れる小規模事業者は、現状と計画との乖離が大きく生じて、計画どおりに実行できていない

ことが多い。 

 

全体のスケジュール：これまで経営指導に当たっては財務分析などの定量分析が主で自社

の強みや弱みなどの定性分析は十分ではなかった。小規模事業者の稼ぐ力の強化には財務の
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定量分析に加え定性分析を踏まえた事業計画の策定とその実行が不可欠である。また人手不

足や業務効率化に取り組むことが小規模事業者の稼ぐ力の強化につながる。よってＤＸセミ

ナーと経営分析を行った事業者を対象に経営計画策定セミナーを行い稼ぐ力強化する。 

事業計画策業者には計画的にフォローアップを行い進捗確認と計画阻害要因があれば適切

に改善策を支援する。必要に応じてＳＮＳ、ＨＰ等を活用した販路開拓のための情報発信の

強化、新商品開発支援も併せて行う。 

 

② 地域第三次産業小規模事業者のＳＮＳ、ＨＰ等を活用した販路開拓のための情報発信の強

化、新商品開発支援 

 

≪ＳＮＳ、ＨＰ等を活用した販路開拓≫ 

達成方針１：まずは経営指導員等が事業所と一緒にＩＴを活用した情報発信を行い事業者

が自ら行えるように支援していく。 

設定した理由：近年では社会生活の変化と共に、インターネットやスマホなどＩＴ技術を

使った販路開拓が必要不可欠になっている。これに対して、那珂川市の小規模事業者の多

くは販路開拓について人材不足やＩＴリテラシーの低さ（経営者の高齢化）によりＩＴを

活用した販路開拓等のＤＸに向けた取り組みが進んでいない。 

 

全体のスケジュール：Ｇｏｏｇｌｅビジネスプロフィール（Ｇｏｏｇｌｅ Ｍａｐ）やＩ

ｎｓｔａｇｒａｍは比較的簡単に携帯で扱えるため短時間で運用を開始し、効果を検証で

きるよう経営指導員等がまず中心となって支援する。その後、効果が芳しくない先につい

ては専門家等の支援を実施する。 

 

≪消費者ニーズに基づいた新商品開拓支援≫ 

達成方針１：福岡女子商業高等学校と連携した顧客ニーズ調査と新商品開発 

設定した理由：福岡女子商業高等学校は女子商マルシェ（※１）を 19 年にわたり運営

し、生徒自らの感性により新商品を企画・提案するなど実績があり、若者ニーズにマッチ

した商品開発が期待できる。 

達成方針 2：ＤＯＣＯＲＥ（どぉこれ）によるテスト販売 

設定した理由：お客様の声を出品者にフィードバックし「商品の育成」をコンセプトにし

ているアンテナショップであることから、顧客ニーズに対応した売れる商品開発が期待で

きる。 

 

全体のスケジュール：毎年 11月まで福岡女子商業高等学校と連携した顧客ニーズ調査と

新商品開発を先行させ、その後引き続きＤＯＣＯＲＥ（どぉこれ）によるテスト販売にて

ブラシュアップできるよう支援していく。 

 

※1：『女子商マルシェ』全校生徒によって毎年 2日間行われる経営実践（販売実習）で来

場者数は 4,000 人超、売上は 1,000 万円を超えることもある。 

※2：ＤＯＣＯＲＥ（どぉこれ）は福岡県商工会連合会が運営する博多駅から徒歩３分の

博多マルイ２階にあるアンテナショップで、お客様の声を出品者にフィードバックし「商

品の育成」をコンセプトにしている。また、商品の導入及びフォローにあたっては、必要

に応じて、専門家と連携するなど事業者の段階にあった支援を行っている。 

 

③ 地域資源を活用した観光産業の振興 

達成方針１：那珂川市・関係商工業者との協議の加速 

設定した理由：本格的な取り組みはこれからであり那珂川市の総合計画 2021－2030 に基

づく市の取組と商工会の取組みについて関係商工業者を交えて協議を行い連携しながら実
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施するためである。 

達成方針 2：回遊導線の設計を行う。 駅・宿・飲食・物販・体験を結ぶ回遊マップを整備

し、スタンプラリーと特典で移動を促す。宿泊者向け割引クーポンを発行し、体験後の物

販購入へ誘導する。 

設定した理由：点在資源を線で結ぶことで滞在時間と支出を拡大できるためである。導線

設計は 関会損失を減らし複数拠点の売上に波及するためである。  

達成方針 3：冬期観光コンテンツの造成し、コンテンツ利用後の冬期限定商品購入やＳＮ

Ｓ投稿特典等を設ける。 

設定した理由：現在の夏期偏重の観光コンテンツは人や設備の稼働の波と収益の不安定を

生むためである。冬期商品・サービスにより人員と設備の稼働を均一化し、売上と回遊を

同時に高められる。冬期の観光コンテンツの開発は物販連動の起点となり、地域全体の収

益最大化に寄与するためである。 

 

全体のスケジュール：那珂川市・関係商工業者と地域資源を活用した観光産業の振興協議

を加速するとともに並行して回遊同線の設計を協議し令和 10 年度には完成させる。関係

商工業者には個別に冬期観光コンテンツの開発支援と事業計画支援を行うとともにＳＮ

Ｓ、ＨＰ活用をした販路開拓のための情報発信の強化支援を併せて行う。 

 

④ 創業支援・事業承継支援 

≪創業支援≫ 

達成方針１：創業計画策定から資金調達までのワンストップ支援 

設定した理由：創業は資金調達を伴うことが多く創業の成否を握っている。創業の相談と

ともに資金調達の準備を同時に行うことでスピーディに創業させる。 

達成方針 2：創業後の保険手続き、営業体制構築のフォローアップ 

設定した理由：創業後は事業運営に係る体制を早く確立することが求められる。 

達成方針 3：定期的フォローアップ体制の構築 

設定した理由：創業計画の確実な実行とともに 5年生存率のアップを図る。 

 

全体のスケジュール：創業支援に当たっては支援者ごとに日本政策金融公庫や地域金融関

関と綿密に連携を図り資金調達を支援するとともに、併せて保険会社等と連携を図り営業体

制の構築を支援する。フォローアップについては計画的に訪問して創業計画の進捗確認と計

画阻害要因があれば適切に改善策を支援する。 

 

≪事業承継支援≫ 

達成方針１：早期診断と事業承継計画策定 

    60 歳以上の経営者に承継診断を実施し、資産・知財・人材の棚卸しを行う。５年計画テン

プレートを提供し、関係者・金融関関の合意形成する場を設定する。必要に応じて課題別

に税務・法務の専門家を派遣する。 

設定した理由：可視化がなければ承継は停滞するためである。事業承継計画策定により関

係者の期待が整合し、金融支援も得やすくなる。早期着手は選択肢を広げ、税務リスク低

減や価値向上につながるため効果が高い。 

達成方針２：第三者承継のマッチング体制 

主に日本政策金融公庫、福岡事業承継引継ぎセンターの連携窓口を設置し、買い手候補リ

ストを整備する。 

設置した理由 ：親承承継だけでは母集団が不足するためである。公的・民間ネットワークの

統合で成約率が上がる。 
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全体のスケジュール：60 歳以上の経営者に順次アプローチして事業承継の重要性を啓発す

るとともに希望者には早期診断と事業承継計画策定支援を行う。併せて親承内承継が難しい

事業者には日本政策金融公庫、福岡事業承継引継ぎセンターと連携し支援を行う。 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

３．地域の経済動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

  これまで地域経済動向調査は実施しておらず、景気動向調査分析については全国商工会連合

会（全国連）が分析した小規模企業景気動向調結果（以下、全国連調査結果）を内部資料として

職員間で共有しているのみで那珂川市独自の加工や公表までは行っていない。 

  

 【課題】 

   地域経済動向調査については，国のビックデータ『ＲＥＳＡＳ』（地域経済分析システム）等

を活用した地域経済動向調査分析を行う。景気動向分析については全国連調査結果に加え商工

会独自調査を合わせて実施し、地域の小規模事業者に対してより的確な情報提供を行う必要が

ある。 

    

（２） 目標 

内容 公開 

方法 

現行 

 

令和 

8 年度 

令和 

9年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

令和 

12年度 

地域の経済動向分析の公表

回数 

ＨＰ 

掲載 

― １回 1回 １回 １回 １回 

景気動向分析の公表回数 ＨＰ 

掲載 

― 2回 2回 2回 2回 2回 

  

（３） 事業内容 

   小規模事業者に対して、より的確な支援を行うため以下の①地域経済動向分析、②景気動向分

析を行う。 

 

① 地域経済動向分析（国のビックデータ『ＲＥＳＡＳ』等を活用） 

限られたマンパワーの中で効果的に地域経済・消費動向を把握し、小規模事業者を的確に

支援するために、経営指導員等が『ＲＥＳＡＳ』等を使い地域の経済動向分析を行い年 1回

公表する。 

調査手法 主に『ＲＥＳＡＳ』（必要に応じてＭｉｅＮａ）を活用し、消費動向等に関

する情報を収集し経営指導と専門家と連携して経済動向分析を行う。 

調査項目 ◆ 『ＲＥＳＡＳ』（地域経済分析システム） 

・地域経済循環マップ⇒地域のお金の流れを把握し、どのような産業が

地域に大きな影響を与えているか分析 

・産業構造マップ⇒各産業の現状を詳細に把握し地域の特性を分析 

・企業活動マップ⇒地域別の企業の経営状況を比率等 

 で分析 

・まちづくりマップ⇒地域における人の流れ等を分析 

・他各種経済指標 

◆ 『ＭｉｅＮａ』（市場情報評価ナビ） 

・那珂川市の市場特性、成長性、富裕度、家承層、消費購買力等の指標

を用いた商圏分析 
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② 景気動向分析 

那珂川市の景気動向等について、より効果的な実態を把握するため、全国連が行う「小規

模事業景気動向調査」に加え、引き続き商工会独自のヒアリングシートにて年 2回調査・分

析を行う。 

調査手法 経営指導員等が巡回・窓口指導時に、商工会独自のヒアリングシー

トを使用し、聞き取り調査を行い、回収したデータを整理し、専門

家と連携し分析を行う。 

調査対象 那珂川市内の小規模事業者を中心とした 30社 

（建設業：12社、製造業：2 社、卸・小売業・飲食業：8社、サー

ビス業：8社を目標）※ 

調査時期 6 か月ごとに実施（30社×年 2回） 

調査項目 ⚫ 事業所概要（業種、主な取扱商品、従業員数） 

⚫ 事業の景況（売上高、仕入高、経常利益、資金繰り、今後の

見通し、設備投資） 

うち商業者（客数、客単価等） 

うち工業者（受注単価、工場稼働率等） 

⚫ 経営上の課題や問題点 

⚫ 今後の支援策などの要望 

   ※各業種の件数については那珂川市の業種割合による。 

 

（４）調査結果の活用 

  分析した経済動向及び景気動向の結果は本会ＨＰに掲載・公表し広く市内小規模事業者等に周

知することで、経営課題の把握や今後の経営計画策定に活用してもらう。また、経営指導員等が巡

回・窓口指導や各種支援を行っていく際の参考資料として活用する。 

 

４. 需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

  近年、各事業所の商品・サービスについての需要動向調査を行って、新たな販路に結びつけ

ようと努めてきたが、成果が上がらず、人員不足も相まって本調査が十分に実施できていな

い。そのため、事業者支援の際に、専門関関が公表している需要動向情報を提供していたもの

の、地元の消費者のニーズが反映されていない、一般的な情報提供となっていたため、効果的

な事業となっていなかった。 

 【課題】 

   那珂川市内には、地域に親しまれている良いお店（優良店）はあるものの、他地域から顧客

を誘引できるような「有名店」がない。本調査を通じて、地域を活性化させる『核』となる

「有名店」が育成できていない。今後は、『核』と成り得る「有名店」を育成し、その他の事業

者へ波及させ地域事業者の活性化を図る必要がある。そのため、（那珂川市に特に特産品等がな

い中で）漠然と小売業の商品に対する需要動向調査を行うのではなく、地域の特性を活かした

名物やブランド品等の開発可能性の高い業種などに調査対象の絞り込みを行ったうえで、需要

動向調査を行い、地域活性化の起爆剤になるような支援を行う必要がある。 

   

（２）目標 

内容 現行 令和 8 

年度 

令和 9 

年度 

令和 10 

年度 

令和 11 

年度 

令和 12 

年度 

需要動向調査のフィードバック業者 － 10 者 10 者 10 者 10 者 10 者 
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内 飲食業 

内 （製造）小売業者 

5 者 

5 者 

5 者 

5 者 

5 者 

5 者 

5 者 

5 者 

5 者 

5 者 

 

（２） 事業内容 

地域の消費者のニーズに基づいたマーケットインの考え方を取入れ、さらに魅力ある商品等開

発、核となる有名店の育成を行うため、『私が選ぶ那珂川市のお気に入りの店舗』と題して一般

消費者を対象にアンケート調査を実施する。なお、調査については、福岡女子商業高等学校で年

2日行われる『女子商マルシェ』や商品券事業に付帯して実施する。 

調査対象事業者については、（１）地域の特性を活かしたブランド品等の開発可能性の高い

「飲食店」と、（２）（製造）小売業とし、調査結果のフィードバックはアンケートで名のあが

った飲食店 5社、（製造）小売業 5社の合計 10 社に対して行う。 

 

調査対象 

業種 

（１）飲食店、（２）（製造）小売業者 

調査手法 女子商マルシェ、商品券アンケートに付帯して行う。 

サンプル数 来女子商マルシェ 200 人、商品券 100 人 

調査項目 （１）【飲食店に対する調査】 

① 個別需要・ニーズ調査 

⚫ 性別 年齢 

⚫ 那珂川市でのお気に入りの店舗及び料理とその理由 

⚫ 料理・サービスの改善点、要望等 

② 一般個別需要・ニーズ調査 

⚫ 飲食店を利用する頻度 

⚫ 飲食店を選ぶ基準（値段、量、キャパ、健康、店主店員の

人間性） 

⚫ 飲食店を利用する目的（朝食、昼食、夕食、会食宴会） 

⚫ 飲食店を利用するときの人数（１人、2人 3 人、）それ以

上） 

⚫ 何料理が好きか（洋食、中華、和食 その他） 

⚫ 具体的に好きな料理を教えてください。 

⚫ 家承で食事するときに一番重要視するものは何ですか。 

⚫ 飲食店に求める料理以外のサービス等 

例えばキャシュレス、クーポン、接客、キッズルーム 

 

（２）【（製造）小売り業者に対する調査】 

① 個別需要・ニーズ調査 

⚫ 性別 年齢 

⚫ 那珂川市でのお気に入りの店舗及び商品とその理由 

⚫ 商品の改善点、要望等 

② 一般個別需要・ニーズ調査 

⚫ 当該業種を利用する頻度 

⚫ 当該業種を選ぶ基準（値段、サービスの質、利用時間店主

及び店員の人間性） 

⚫ 当該業種に求める主サービス以外のサービス等 
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（３） 調査結果の活用 

調査結果は、『私が選ぶ那珂川市のお気に入りの店舗』に名の上がった小規模事業者に対し

て経営指導員等が整理・分析を行い（必要に応じて、専門家の助言を入れ）、フィードバッ

クし、地域消費者ニーズに合った更に売れる商品（メニュー）、サービスの開発・改良・改

善につなげ、『核』と成り得るモデル企業になるよう伴走支援を行う。 

また、調査結果データを活用し、課題の抽出を行い、今後の経営分析・事業計画策定に繋げ

有効活用する。 

 

５．経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

  経営状況の分析については、当会の記帳指導や金融指導を行っている事業者、経営革新、持

続化補助金など各種補助金申請支援事業者に対して定量分析（財務分析）に加え適宜ＳＷＯＴ

分析・３Ｃ分析（※）など定性的分析（非財務分析）を行っているが、記帳指導先については

定性的分析（非財務分析）による自社の強みや課題など本質の抽出や提案は十分には行えてい

ない。 

 

※：３Ｃ分析とは、Ｃｕｓｔｏｍｅｒ（市場・顧客）、Ｃｏｍｐａｎｙ（自社）、Ｃｏｍｐｅｔｉｔ

ｏｒ（競合）という 3 つの「Ｃ」について分析する方法で、事業計画やマーケティング戦略を決定

する際などに用いられる。マーケティング戦略を決定する際、自社ではコントロールできない外部

環境と自社の内部環境の両面から見ていく必要があるが、3C 分析では外部環境として「市場・顧

客」「競合」、内部環境として「自社」を分析対象としている。 

 

 【課題】 

   小規模事業者は総じて数字に対し苦手意識があり、自身で経営分析に取り組むことはハード

ルが高いと感じている事業者が多いため、あらゆる相談の際に経営分析の必要性を理解しても

らう必要がある。これに加えて、コロナ禍からの回復期にあるとはいえ、昨今の物価高騰、人件

費高騰の影響を受け経営状況が大きくマイナスに転じている事業者が増えてきている中、経営

分析必要性は以前にも増して大きくなっている。経営基盤が脆弱な小規模事業者は経営分析の

必要性を「対話と傾聴」を通じて十分に理解させ、定量分析（財務分析）、定性的分析（非財務

分析）を行って本質的課題把握し具体的な事業計画を策定する必要がある。 

 

（２）目標 

内容 現行 

 

令和 

8 年度 

令和 

9 年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

令和 

12 年度 

経営分析（事業者数）（※1） 50 者 120 者 120 者 120 者 120 者 120 者 

※1：令和 8 年度以降、経営指導員一人当たり 40 者×3 人  

 

（３）事業内容 

    当会のエリアでも全業種にわたり人員不足感が強く、セミナーを開催しても参加が少な

い。そのため当会においては巡回や窓口相談により経営分析の必要性を説明し、事業計画策

定や今後の販路拡大・自社ＤＸに前向きな事業者の掘り起こしを行い経営指導員等が経営分

析を実施する。なお、経営分析は対話と傾聴を通じて、小規模事業者自らが本質的な課題を

抽出し、強み等の気づきを与えることを基本姿勢とする。 

 

【巡回・窓口相談時における経営分析】 

  売上向上を図る等、下記の事業者を対象として巡回・窓口相談時に経営分析を行い経営課題が

明らかになった場合、中小企業診断士と連携し解決策（例えば販売力、営業力の強化、コスト
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低減・業務効率化による収益性の向上）を相談者に提示する。 

   

対象者 ・売上向上を図る事業者 

・商品・新サービスで販売拡大を目指す事業者 

・経営改善が必要な事業者 

・事計画策定に意欲的な事業者 

・記帳指導事業者 

分析の項目 財務分析 ：収益性、安全性、成長性等の財務指標により業種平均と比

較し、財務上の強みと弱みを把握し改善の方向を見出す。 

非財務分析：下記の項目について、対話と傾聴を通じて、事業者の内部

環境の強み、弱み、事業者を取り巻く外部環境の関会、脅

威を整理し、最適な意思決定に繋げる。 

内部環境 外部環境 

・商品、サービス 

・ノウハウ等の知的財産 

・仕入先、取引先  

・デジタル化、ＩＴ活用状況 

・人材、組織    

・事業計画の策定・運用状況 

・商圏内の人口、人流れ 

・業界動向 

・競合 

 

分析手法 売上向上を図る記帳指導先は福岡県連使用の既システムを活用し、その

他の売上向上を図る事業者の財務分析は経済産業省の「ローカルベンチ

マーク」、中小企業基盤整備関構の「経営自己診断システム」等を活用

し経営指導員が分析を行う。 

なお、非財務分析はＳＷＯＴ分析又は３Ｃ分析のフレームを活用して整

理する。 

 

 

 （４）分析結果の活用 

上記分析結果は、当該分析事業所に対してフィードバックを行う。 

⚫ 解決すべき財務的経営課題と外部的・内部的経営課題、競合や顧客を把握することで、小

規模事業者の経営改善及び事業再構築・多角化の方向性や処方箋を明らかにするとともに

実現性の高い事業計画策定支援の基礎として活用する。 

⚫ 同業他社や業界の経営指標や自社の目指すべき経営指標を基に、対話と傾聴を重ね自社の

経営課題と目指すべき姿を見つめ、事業計画の重要性に気づきを与える。 

⚫ 専門的な課題やより深い分析が必要な場合は、福岡県商工会連合会や福岡県よろず支援拠

点の専門家・コーディネーター等と連携し小規模事業者の抱える経営課題に対してサポー

トを行う。 

⚫ 分析結果は本会内の共有フォルダにデータベース化し、経営指導員等のスキルアップ及び

今後の各種支援に対する参考資料として活用する。 

 

６．事業計画策定支援に関すること 

（１）現状と課題 

 【現状】 

    昨年、当会において事業計画策定セミナーはできていない状況ある。また、これまでの一

般的な傾向としてセミナーの参加者は当会より参加を促した参加者が大半であり、自発的参

加者が少ないことを考えると一般的に小規模事業者において事業計画策定の意義や重要性が

十分理解されていないことが分かる。 
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また、当会の事業計画策定支援においても、金融斡旋や補助金申請の為の事業計画策定支援と

なっていることが多く、一時的な効果はあるものの、一過性の事業計画で終わるケースも少な

くない。 

【課題】 

    今日の急変する経営環境を乗り越えるためには、小規模事業者が自身の強みを把握した上

で、消費者ニーズに沿った事業計画策定が必要であるが、日々の事業活動に追われているこ

とが多いことから、成り行き経営となっているケースが多く、自ら事業計画を策定する事業

者はほとんどいない状況である。 

    今後は、対話と傾聴を通じ、事業計画策定の必要性を理解してもらうことが重要である。

また、ＤＸの進んでいない事業者には計画の中に取り組みを促し加えていくことが必要であ

る。 

 

（２） 支援に対する考え方 

⚫ 事業計画策定の必要性を理解してもらうため、対話と傾聴を通じ、経営分析を行い、自

社の強みや弱み等の本質的課題を把握した上で、事業者自らが当事者意識を持って事業

計画策定に能動的に取り組めるよう、経営者の内的動関付けを行う。 

⚫ 事業計画策定支援の前段階において、小規模事業者の競争力の強化に向けて販路開拓や

生産性向上を図るため、より効果的な事業計画策定ができるよう、ＤＸに向けたセミナ

ーを行い経営改善への取組を支援する。 

⚫ 創業者育成支援についてはより丁寧な伴走支援を行う。 

⚫ 事業承継支援が必要な小規模事業者に対しては、福岡県事業承継・引継ぎセンター等と

連携して実現可能な事業計画策定支援を行う。 

 
（３）目標 

内容 現行   令和 

8 年度 

令和 

9 年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

令和 

12 年度 

ＤＸ推進セミナー １回 １回 １回 １回 １回 １回 

事業計画策定セミナー ― １回 １回 １回 １回 １回 

事業計画策定事業者数（※1） 33 者 36 者 36 者 36 者 36 者 36 者 

創業セミナー（※２） 随時 １回 １回 １回 １回 １回 

創業計画策定事業者数（※３） 13 者 15 者 15 者 15 者 15 者 15 者 

事業承継計画策定事業者数（※４） 2 者 3 者 3 者 3 者 3 者 3 者 

※１：令和 6 年の実績を踏まえ、指導員一人当たり 12 者×3 人。 

※２：創業セミナーは現在個別対応として随時開催。令和 8 年以降はセミナー方式も対応 

※３：令和 6 年の目標を踏まえ、指導員一人当たり 5 者×3 人 

※４：指導員一人当たり指導 1 者×3 人 

 

（４）事業内容 

  ①「ＤＸ推進セミナー」の開催 

    セミナーを受講した事業所の中から取組意欲の高い事業者に対しては経営指導員等が相談

対応し、必要に応じてＩＴ専門家等の派遣を実施する。 

支援対象 デジタル技術を用いた経営に関心が高いＤＸ推進希望事業者及び、

経営分析を行った事業者 

募集方法 商工会・市ＨＰ、商工会・市ＬＩＮＥ公式アカウント、募集チラシ 

講  師 ＩＴに強い中小企業診断士、ＩＴ専門家、福岡よろず支援拠点 

開催回数 年 1回 

参加者数 20 名 
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カリキュラム ➢ ＤＸ総論、ＤＸ関連技術や具体的な活用例 

➢ ＳＮＳ等を活用した販促・情報発信手法 

➢ ＥＣサイト構築支援、ＥＣサイト利用方法等 

 

② 「事業計画策定セミナー」の開催 

支援対象 経営分析を行った事業者及び事業計画策定に関心のある事業者 

募集方法 経営分析を行った事業者への声掛け、商工会・市ＨＰ、商工会・市 LINE

公式アカウント、募集チラシ 

講  師 中小企業診断士等 

開催回数 年 1回 

参加者数 20 名 

カリキュラム 自社の強み・弱み・課題の抽出、事業アイデアの作り方、販促計画の作

り方 

支援手法 ➢ 事業計画策定セミナー参加者に対しては経営指導員等が担当制で張

り付き、必要に応じて専門家と連携し、事業計画策定支援を行う。 

➢ 経営分析を行った事業者及び事業計画策定に関心がある事業者に対

し地域経済動向調査、需要動向調査、経営分析で行った調査結果を

活用し事業者が抱える課題解決に繋がる事業計画策定を行う。 

 

本会が目標にかげる創業促進と事業承継による新陳代謝の促進及び地域経済活性化のため、以

下の③、④のセミナーについても取り組む。 

 

③ 「創業セミナー」の開催 

現在、特定創業における創業塾は一対一の個別での対応をしているが、集団講習での需要も

あることから日本政策金融公庫などの関係関関と連携して集団講習（セミナー形式）を 1回併

設開催する。創業予定者に対して経営の基礎知識や創業計画書策定指導などの内容について体

系的に学べる講義を行う。 

支援対象 創業予定者及び創業 5年未満の小規模事業者 

募集方法 商工会・市ＨＰ、商工会・市ＬＩＮＥ公式アカウント、募集

チラシ 

講  師 中小企業診断士 起業家、経営指導員 

開催回数 1 回 

参加者数 10 名 

カリキュラム 『創業体験』『ビジネスモデルの検討』『マーケティングの基

礎』『販路開拓』『資金調達・開業手続き』『ビジネスプランの

作成』 

 

④ 事業承継計画の策定 

事業承継支援については経営分析を行った小規模事業者等から事業承継が必要な事業者を掘

り起こし、福岡県事業承継・引継ぎ支援センター等と連携して事業承継計画の策定支援を行

う。 

 

支援対象 60 歳以上の経営者（法人・個人）事業承継予定の後継者 

支援手法 上記の対象者に対し経営指導員若しくは専門家派遣を利用して、事業承

継計画策定支援を行う。 
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７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

  これまで、事業計画を策定した小規模事業者に対して継続したフォローアップを随時実施し

ているものの、マンパワー不足や巡回準備不足などが重なり、不定期なフォローとなっている

状況である。 

令和６年度は人員不足のなか、48の事業計画（創業、事業承継計画を含む）を策定したが、

内部での支援情報の共有、システム入力、紐づけの不備によりフォローアップ支援は十分でき

ているとは言えず、実績についても十分把握できていない。 

  

 【課題】 

現状の通り事業計画策定後のフォローを行わないと、日々の営業活動に追われる小規模事業

者は、現状と計画との乖離が大きく生じて、計画どおりに実行できていないことが多い。 

また、定期的なフォローを通じて事業計画の進捗状況を把握する中で、新たな経営課題や計

画実行阻害要因が生じた場合には事業計画の見直しや、直面した課題の解決支援に速やかに対

応することが経営指導員等に求められる。 

限られたマンパワーでは対応できないことも想定されるため、経営指導員だけではなく、経営

支援員を含めた組織的支援体制を構築していく必要がある。また、内部での支援情報の共有、入

力、紐づけの徹底も併せて行う必要がある。 

 

（２） 支援に対する考え方 

定期的な巡回を中心としたフォローアップを実施し、事業計画の進捗管理を行う。その中で

事業者自ら能動的に実施し、事業計画に基づく行動の定着（自走化）を目指す。支援の際に明

確になった課題に関しては優先順位を付けて課題解決にあたり計画の進捗状況に差異が生じた

場合には専門家のアドバイスを交えながら支援を行っていく。フォローアップ支援は全ての事

業計画策定事業者が対象で、事業計画、創業計画、事業承継計画と区分ごとに標準のフォロー

アップ回数を定めるものの、事業計画の進捗状況や支援の緊急性に応じて、訪問回数を増や

し、集中的に支援すべき事業者と、ある程度順調と判断し、巡回数を減らしても差し支えない

事業者を見極めた上で柔軟にフォローアップを行う。 

 

（３）目標 

内容 現行 

 

令和 

8 年度 

令和 

9 年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

令和 

12 年度 

経営計画フォロー

アップ事業者 

33 者 36 者 36 者 36 者 36 者 36 者 

経営計画フォロー

アップ（延回数）

頻度 

66 回 144 回 
（36 者

×4 回） 

144 回 

（36者

×4 回） 

144 回 

（36者

×4回） 

144 回 

（36者

×4回） 

144 回 

（36者

×4回） 

売上増加事業者数
（※1） 

－ 10 者 10 者 10 者 10 者 10 者 

利益率 3％以上増

加の事業者（※1） 

－ 10 者 10 者 10 者 10 者 10 者 

創業者フォローア

ップ事業者 

13 者 15 者 15 者 15 者 15 者 15 者 

創業者フォローア

ップ（延回数）頻

26 回 90 回 

（15 者

×6 回） 

 90 回 

（ 15 者

×6 回 

90 回 

（15者× 

90 回 

（15者× 

90 回 

（15者× 
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度 6 回） 6 回） 6 回） 

事業承継フォロー

アップ事業者 

2 者 
 

3 者 3 者 3 者 3 者 3 者 

事業承継フォロー

アップ（延回数）

頻度 

4 回 12 回 

（3 者×

4 回） 

12 回 

（3者× 

4 回） 

12 回 

（3者× 

4 回） 

12 回 

（3者× 

4 回） 

12 回 

（3者× 

4 回） 

  ※1：フォローアップ対象企業の約 30％で設定 

 

（４）事業内容 

 【支援内容・手段】 

① 事業計画策定事業者 

【支援内容・手段】 

事業計画策定事業者については経営計画策定後、経営指導員が年 4 回（四半期に１回）

フォローアップを実施する。計画と進捗状況にズレが生じている場合にはフォローアップ

頻度の見直しを行うとともに、中小企業診断士等の助言を受け計画の修正の方向性に対し

て第三者の視点でチェックできる体制を敷く。 

 

② 創業計画策定事業者 

【支援内容・手段】 

創業支援については、経営計画策定後、経営指導員が年 6回（2か月に１回）を目安に原

則巡回訪問し、フォローアップを実施する。計画と進捗状況にズレが生じている場合には

巡回指導等フォローの頻度を上げることにより、資金不足等危関的状況に至らないよう留

意するとともに必要に応じ中小企業診断士等の外部専門家と連携し販路開拓に関するアド

バイス、資金繰りに関する分析など創業者個々の目標に対して、修正改善を図り臨関応変

に対応する。 

 

③ 事業承継計画策定事業者 

【支援内容・手段】 

事業承継計画策定事業者については経営指導員が年３回（4カ月に１回）を目安に巡回訪

問によりフォローアップを実施し、進捗を確認する。福岡県事業承継支援ネットワークな

どの専門家派遣制度を活用し、スムーズに進捗するようサポートする。計画と進捗状況に

ズレが生じている場合には事業承継支援ネットワークと連携して計画の見直しや助言を行

うことで、当初計画とのズレや想定していなかった課題などに対応し、フォローアップの

頻度の変更を適宜行う。 

 

８．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】  

   過年度は伴走型支援において個別企業の要望に伴う需要動向調査を実施していたが、需要開

拓に結び付かず成果を挙げられていない。また、商業部会において那珂川市の飲食業・小売業、

生活関連サービス業、住まいに係る建設業など 112 社を紹介したＮ・ＰＡＳＳ（※１）を 4年前

から発行、掲載事業所の販路開拓支援を実施している。また、工業部会においては住まいの相談

センター（※２）を組織し、那珂川市の住まいに係る工事を構成員に斡旋し収益の創出に寄与し

てきた。 

Ｎ・ＰＡＳＳについては紙媒体であり、成果についてもＩＴのように消費者からの売上や閲

覧数などの定量情報や口コミや評判などの定性情報の収集、情報発信もできない状況である。 

 住まいの相談センターも電話の取次ぎが主流でありもっと効率的で効果が上がる販促を考える

余地があると思われる。 
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また、近年では社会生活の変化と共に、インターネットやスマホなどＩＴ技術を使った販路

開拓が必要不可欠になっている。これに対して、那珂川市の小規模事業者の多くは販路開拓に

ついて人材不足やＩＴリテラシーの低さ（事業主の高齢化）によりＩＴを活用した販路開拓等

のＤＸに向けた取り組みが進んでいない状況である。 

 

 ※１：那珂川シティパスポートの略で那珂川市内の飲食業、食品小売業、生活関連商品小売・

サービス業、建設業など約 110 社程度の事業所を掲載。回遊や売上促進のため抽選でプ

レミアム商品券が当たる仕組みを取り入れている。 

 ※２：那珂川市内の住まいに係る建設業者 36事業所で組織。取次受注額は年度によって異なる

が直近 3年でみると約 5,600 千円～約 14,500 千円程度である。受注がない、少ないとこ

ろも散見され、ムラがある。 

 

 【課題】 

   那珂川市は特に飲食小売業についてはナショナルブランド商品を取り扱う店舗や大型店が多

く存在することから、価格以外の高付加価値の自社商品、サービスについて販路開拓を行う必

要性がある。 

現在の消費者の購買行動については、ＡＩＳＡＳ（アイサス）の法則にみられるようにイン

タ―ネットで検索することが多いため、顧客の商品等の購入行動後、さらに「口コミ」が消費

者間で共有され、更なる広告宣伝効果を発揮している状況である。 

しかしながら、那珂川市の小規模事業者においては、ＩＴリテラシーの低さやＤＸによる販

促効果の高さを理解されていないことが多いため、Ｇｏｏｇｌｅビジネスプロフィール（Ｇｏ

ｏｇｌｅ Ｍａｐ）やＳＮＳ、ＨＰ等のツールを活用できていない、もしくはその活用が十分

でない場合が多く、顧客を逃している事が多い状況であるため、今後はＤＸ推進の必要性につ

いて十分に理解、認識してもらい売上拡大に向けた取り組みを行う必要がある。 

また一方で、単に特徴のない商品等をインターネット上に掲載している事業所もおり、消費

者の関心に至らずに、売上に結び付かないケースも散見される。このため、サービスの差別化

や小規模事業者自体のブランド化を行うことが必要である。 

  今後、体験型観光を推進することで生まれる創業者とその商品・サービス、地場産業と関連

する各種商品・サービスについては観光の裾野を地域小規模事業者に広く波及させるため周知

を強力に進める必要がある。 

 

（２）支援に対する考え方 

消費者の購買行動の変化への対応に対する効果的な販路開拓支援を行うため、那珂川市の小規

模事業者にとって効果的なＤＸ支援（ＩＴを活用した販促支援）を経営分析・事業計画策定支援

を行った意欲ある事業者で、ＢtoＣを対象とした飲食業・製造小売業・観光サービス業を重点的

に支援する。 

支援については、地域の小規模事業者が提供する商品やサービスを差別化（ブランド化）しＧ

ｏｏｇｌｅビジネスプロフィール（Ｇｏｏｇｌｅ Ｍａｐ）やＳＮＳ（Ｉｎｓｔａｇｒａｍ）、Ｈ

Ｐ等を活用した販路開拓支援を行う。 

那珂川市にある福岡女子商業高等学校と福岡県商工会連合会と連携した地場小規模事業者の需

要開拓支援（商品開発支援）を行う。福岡女子商業高校では平成 19年から 19年に渡り、生徒自

ら様々な企業から商品を仕入れ、店長・仕入部長・経理部長・広報部長など色々な役回りを行い

ながら経営実践（販売実習）を行う『女子商マルシェ』を開催しており、この中では新たな商品

企画やテスト販売なども行っている。商工会と連携して新たな那珂川市の特産品開発や地場小規

模事業者の新商品開発を進める。また新たに企画した商品については福岡商工会連合会が運営す

るアンテナショップであるＤＯＣＯＲＥ（どぉこれ）と連携しテスト販売を行う。 

 

 



２２ 

 

（３） 目標 

 現状 

 

令和 

8 年度 

令和 

9 年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

令和 

12 年度 

ＳＮＳ等販促支援事業者（※1） ― 10 者 10 者 10 者 10 者 10 者 

上記売上増加率/者（※２） ￣ 5 者 5 者 5 者 5 者 5 者 

商品開発支援事業者（※３） ― 4 者 4 者 4 者 4 者 4 者 

上記売上増加率/者（※４） ― 2 者 2 者 2 者 2 者 2 者 

※1：ＳＮＳ等販路支援事業者は、飲食業・製造小売業、観光サービス業 5社ずつ 

※2：上記売上増加率/者は、上記ＳＮＳ等販路支援事業者の内 50％ 

※3：商品開発支援事業者は（製造）小売業 

※4：上記売上増加率/者は、上記商品開発販路支援事業者の内 50％ 

 

（４）事業内容 

 ①ＳＮＳ・ＨＰ活用等による販路開拓支援 

対象事業者 自社と自社商品・サービスの情報発信を行っていない、もしくは

発信力の弱い小規模事業者 

支援内容 Ｇｏｏｇｌｅビジネスプロフィール（Ｇｏｏｇｌｅ Ｍａｐ）や

Ｉｎｓｔａｇｒａ、ＨＰを活用し販路開拓支援を行う。 

支援の目的と

期待する効果 

現在の消費者の購買行動については、インタ―ネットで検索する

ことが多い。また、顧客の商品等の購入行動後、さらに「口コ

ミ」が消費者間で共有され、更なる広告宣伝効果を発揮している

状況である。まずは自社と自社商品・サービスが検索できること

が重要であり、情報発信することは売上げにつながる。 

手段手法 経営指導員等が支援対象事業所に赴き商品（メニュー）、サービ

ス、営業時間等の基本情報及び商品、ファザード等の掲載指導を

行うとともにその発信を支援する。  

 

② 商品開発支援 

対象事業者 独自の商品開発の弱い小規模事業者 

支援内容 那珂川市にある福岡女子商業高等学校と福岡商工会連合会と連携

した地場小規模事業者の商品開発とテストマーケティングによる

販路開拓支援を行う。 

支援の目的と

期待する効果 

単に特徴のない一般的な商品等をインターネット上に掲載するの

ではなく、消費者ニーズに基づいた商品開発により商品の差別化

を図り小規模事業者自体のブランド化を行うことで収益拡大を図

る。福岡女子商業高等学校は長年の『女子商マルシェ』の開催で

商品企画力を培っており、その若い発想で売れる商品つくりが期

待できる。福岡県商工会連合会が運営するアンテナショップは、

お客様の声を出品者にフィードバックし「商品の育成」をコンセ

プトにしている。また、商品の導入及びフォローにあたっては、

必要に応じて、専門家と連携するなど事業者の段階にあった支援

を行っているため売れる商品づくりに有益である。 

手段手法 福岡女子商業高等学校の『女子商マルシェ』の需要動向調査等に

加え、応募のあった地場（製造）小売業者と同校の生徒と共に商

品企画、新商品を開発する。新たに企画した商品については福岡

商工会連合会が運営するアンテナショップであるＤＯＣＯＲＥ

（どぉこれ）と連携しテスト販売を行いその結果についてはフー



２３ 

 

ドバックし商品改良に利用し、新たな販路開拓に資する。 

 

Ⅱ.経営発達支援計画事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

9.事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

（1）現状と課題 

  【現状】 

    現経営発達支援計画については経営指導員会議を必要に応じて（ほぼ月に一度）開催

し、各事業の実施内容や進捗について協議しているが、評価については内部での簡易な

取りまとめを理事会で報告するに留まっている状況である。 

  【課題】 

    一部の事業（需要動向調査・新たな需要に寄与する事業）については地域ニーズに合

わない特産品開発や展示会への出展支援する事業者探しなど当初計画と現実との間に乖

離が生じており、経営発達支援計画全体として効果的な成果に繋がっていない。経営発

達支援計画事業の取組自体低調であり既存の評価の仕組みも回っていない。 

   今後はさらに職場全体において経営発達支援事業につて理解促進と情報の共有を推進徹

底し、職員の業務適正化を行い、事業のＰＤＣＡの実施体制を強化していく必要があ

る。また、ＫＰＩ・成果指標を用いた定量的評価の仕組みを構築する必要もある。 

 

（2）事業内容 

① 定量的把握 

職員による支援情報の共有を図るとともに、成果については事業計画策定件数、販路

開拓支援件数、セミナー参加者数などの、定量的把握に努め、ＫＰＩにて議論する。収

集された各種データはなるべく可視化する。 

 

② 評価方法・見直しの頻度 

中小企業診断士、那珂川市地域振興部地域振興課の外部有識者委員と事務局長、法定

経営指導員、経営指導員、福岡県商工会連合会福岡広域連携拠点で構成する那珂川市経

営発達支援事業評価委員会を組織する。評価委員会を毎年１回開催し、総合評価を実施

する。評価は５段階評価＋改善提案方式で、次年度支援計画に反映する。事務局内で半

期に進捗を確認する。 

 

③ 結果の公表方法 

方法評価結果の報告及び情報公開 

事業の成果・評価見直しの結果については理事会に報告する。報告後速やかに評価結果

を当会ＨＰ上で公開し、地域の小規模事業者等が常に閲覧可能な状態とする。 

 

10．経営指導員等の資質向上に関すること 

（1）現状と課題 

  【現状】 

    これまで小規模事業者支援のためのノウハウの習得は福岡県商工会連合会の主催する

研修会や福岡県など関係関関による研修への参加、経営指導員は WEB 研修の受講であっ

た。義務研修以外の知識の習得は自発的な実施としており、また商工会の内の資質向上

に係る研修や情報の共有化は進んでいない。経験の浅い職員も増えており、支援スキル

には差が生じている。職員間のＯＪＴも行ってはいるが十分とは言えない。 

 

  【課題】 

    職員間の支援の差を埋めるためには情報や知識の共有を図る仕組みつくりを行い、積

極的にＯＪＴを行っていく必要がある。 
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    経営資源の脆弱な小規模事業者にとってＤＸの推進（ＩＴ・ＳＮＳの利活用含む）は日

常業務の省力化・効率化や販路開拓、（地区内）同業他社との差別化、自社のブランド化

の取り組みは今後必要不可欠であり、生き残りに直結する。よって、経営指導員等はＤＸ

の推進（ＩＴ・ＳＮＳの利活用含む）についての研修等を積極的に受講し、支援力を高め

ることが優先課題である。各職員が受講する研修については事業者支援にとって、タイム

リーで有益な情報が豊富であるが、日常業務を優先するあまり、速やかな情報共有ができ

ていない。また、経営指導員が接する情報や事業者との接点と支援員が接する事業者情報

等については異なる職域のため、個々の支援で完結している。これは一見効率的に見える

が、対処療法的支援の域を出ていない。このことからも指導員・支援員間の情報や支援ス

キル共有については十分とは言えず、チームとしての支援体制構築に向けた改善の必要が

ある。ＯＪＴや具体的支援事例の共有が足りていないことがネックとなっている。商工会

の組織力を最大限に発揮するためには無駄のない情報と意識の共有が必要であり、そのよ

うな関会を創出していくことが課題である。 

 

（2）事業内容 

  目的 

① 外部講師の積極的活用 

ＤＸ支援能力向上のため福岡県よろず支援拠点と連携し、広告・販売促進のデジタ

ル化、ＷＥＢ広告・ＳＮＳ広告、Ｇｏｏｇｌｅビジネスプロフィール、バスマーケマ

ーケティング等の事業者支援手法について年 2回ほど職員向けのセミナーを開催す

る。また支援時に必要となる対話と傾聴力を高めるため、コミュニケーション能力向

上研修も年 1 回開催する。 

 

② 商工会内ＯＪＴの継続実施 

マンパワー不足や職員間による支援能力の格差をなくすため、経営支援経験の豊富

な経営指導員もしくはベテラン職員と経営支援員等の若手職員で適宜ペアを組み、小

規模事業者に対する相談時にＯＪＴを実施、商工会全体として支援能力の底上げをす

る。 

 

③ 職員間による小規模事業者情報の共有の仕組みづくり 

職種別に収集した情報の共有・確認で支援方針の精度が高められる。 

 

職種 収集する主な情報 情報共有の手段 

経営指導員 事業計画全般に係る情報（経営

の状況、強み、取扱商品、サー

ビス、事業方針等） 

経営革新 

⚫ ペア巡回（※１） 

⚫ 商工イントラの活用（デ

ータベース化）と職員定

期ミーテイング（※２） 

経営支援員 確定申告における年次業績の変

化、各経費の割合の変化、労働

保険事務による雇用の拡大また

は縮小、各種保険、共済加入等

の状況（資産の状況、リスク管

理面等） 

 

※１：経営指導員・経営支援員のペア巡回を適宜行い事業者との接点の幅を広げるこ

とで小規模事業者との密な情報交換が可能となり、課題の顕在化に繋がる。 

※２：経営指導員・支援員間の支援情報共有については四半期に一度の職員会議により

計画全体の進捗や伴走支援リストを作成。企業ごとの対応について、情報データベー
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スである商工イントラに入力されている経営カルテや各職員が得た情報を棚卸し、支

援方針の改善やアイデア、具体策などを検討する。このことにより、各職員の事業者

との接点を繋げ幅広い情報と意識の共有を行うことが伴走支援向上に直結する。 

 

 

11．他の支援関関との役割分担と連携強化による効果的な小規模事業者支援に関すること 

（1）現状と課題 

   【現状】 

     これまで下記支援関関と連携して内部研修（資質向上）とし事業者支援を連携して行っ

て来た。 

 職員

研修 

 

セミ

ナー 

資金繰

り融資 

創業 事業

承継 

福岡県商工会連合会 ○     

福岡地区商工会（※１） 〇   ○  

福岡地域中小企業支援協議会（※2） ○     

福岡県よろず支援拠点 ○ 〇    

福岡県事業引継ぎセンター     ○ 

福岡県信用保証協会 ○  ○ ○  

日本政策金融公庫福岡西支店 ○  ○ ○ ○ 

    

※1：志賀、古賀市、宇美町、篠栗町、須恵町、新宮町、久山町、志免町、粕屋町、糸島市、

早良、宗像市、福津市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、那珂川市の 18 商工会。

特に筑紫管内の那珂川市（本会）、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市の 5商工会にて

経営支援手法に係るノウハウ、情報の共有を図っている。 

   ※２：福岡県中小企業振興条例に基づき平成 27年 4月に県内４地域に設立した地域中小企業

支援協議会の一つ。地区の中小企業支団体、金融関関、市町村、その他の関係団体で構成

され、地域における支援体制の拠点（プラットフォーム）として位置付けられ、県の中小

企業振興事務所を核に関係関関が連携・協力し、地域の力を結集して中小企業支援に取り

組んでいる。毎月の幹事会、年一回の総会が開かれ、構成関関の取組事例、情報交換会の

開催、創業・経営革新指導に係る中小企業支援関関職員向け研修の開催、商談会の開催、

経営基盤の強化に資する事業を行なっている。 

    

   【課題】 

    昨今、少子高齢化やコロナ禍による生活様式の変化、ロシアのウクライナ侵攻による燃

料・原材料の高騰等、社会構造や経営環境は激変してきている。このような中、好業績の

事業者と苦境に陥っている事業者の経営状況を研究し、小規模事業者の状況に応じた支援

策を導き出すことが喫緊の課題である。この課題解決のためにこれまで以上に他の支援関

関と密に有関的に連携しながら、具体的効果に直結する支援手法などを共有していくこと

が必要不可欠である。 

 

（2）事業内容 

 目的 

① 市内連携金融関関や福岡県信用保証協会、日本政策金融公庫との連携 

市内連携金融関関・福岡県信用保証協会、日本政策金融公庫との全体的な会議を年

2回程度開催し、経営発達支援事業に必要な支援ノウハウ、支援の現状等について情

報交換を行う。商工会の未加入の事業者については金融関関との取引はあるが、商工

連携支援先 

項目 
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会の公的支援が及んでいないのが実情であり、ここにスポットを当てる。金融関関の

本業支援ができていない事業者に対し商工会が支援をし、地域振興に寄与する。市内

の各連携金融関関との個別的な会議については、具体的な案件があれば都度積極的に

対応し、支援に係る協議を行う。また、日本政策金融公庫福岡支店とその支店管轄内

の商工会が参加して年 1回開催される「マル経融資推薦団体連絡協議会」において、

国の政策動向や金利情勢のみならず、それぞれの地域の支援状況等について情報交換

を行う。 

 

② 福岡地域中小企業支援協議会、福岡県よろず支援拠点、福岡県事業承継・引継ぎセンタ

ーとの連携 

福岡地域中小企業支援協議会と連携を図り、創業の促進、経営基盤の強化の促進、

新たな事業展開の促進等について、適宜情報共有しながら地域に根差した企業支援を

行う。また、福岡県よろず支援拠点と連携したセミナー開催や職員に対するＳＮＳ等

を使った販促等の支援手法に係る研修を実施し、小規模事業者販路開拓への専門的で

直接的な支援を連携して行うとともに、職員の支援能力向上を目指す。福岡県事業承

継・引継ぎセンターとの連携につては案件の毎に都度行う。 

 

③ 福岡県商工会連合会や福岡地区 18商工会等との連携 

        福岡県商工会連合会が開催する「経営指導員研修」や「経営支援員研修」を年 2回受

講し、職員の支援能力の向上を図る。その他、国や県からの中小企業支援施策情報収

集や、他地域の商工会や商工会議所、支援関関等との連携を図る上での窓口として活

用する。また「福岡地区経営指導員会議」等において、小規模事業者に対する支援の

成功事例やノウハウ、特に同一区域（筑紫管内）の経済・需要動向等に関しての情報

共有を行う。 

 

12．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 （1）現状と課題 

    【現状】 

     那珂川市地域振興課と総合的かつ組織だった連絡会議は行っていない。那珂川市は自然

も多く、那珂川市も『都心から近いアーバンアウトドアの聖地』を那珂川市総合計画 2021

－2030 に基づきアピールしており、体験型観光に力をいれている。当商工会も観光部会を

有しているが、連携した取り組みは行われていない。 

     また、市内製造小売業などの小規模事業者の商品開発やテストマーケティングの連携に

ポテンシャルのある福岡女子商業高等学校（※）があるが、連携が十分に図られていな

い。さらに、地域金融関関との小規模事業者支援の総合的な情報共有が十分図られていな

い。 

 

    ※：福岡女子商業高等学校は経営実践型の学びとして生徒が主体的に企業と関わりなが

ら、商品企画、仕入れ等交渉、店舗運営を実践しビジネス力と社会性を育む『女子商

マルシェ』を年 2日実施している。 

 

    【課題】 

     市の産業振興について那珂川市と連携を強化して組織的でより具体的で実効性の高い地

域振興や商工業施策の立案と実行が一元的にできるようにするとともに、福岡女子商業高

校とも地域小規模商事業者の商品開発や需要動向調査などで連携をはかり、市内金融関関

等については金融に止まらず市内小規模事業者（創業者含む）の成長に係る支援を共同で

より強固に行うことが課題である。 
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（2）事業内容 

① 那珂川市との協議による地域活性化への取組 

今後は商工業振興支援策や地域資源等を活用した活性化の取組みなど、年２回程度支

援の方向性を具体的に協議するとともに、年 1回程度、那珂川市議会へ商工会事業報告

や建議の場として、意見交換の開催を予定する。また、商工業振興を担当している那珂

川市地域振興課とは、密な情報や意見の共有を図りながら、那珂川市中小企業振興条例

に基づき小規模事業者が持続的に発展できるよう、以下の問題を解決に向け協議してい

く。 

⚫ 地域の雇用維持と新たな人口の流入関会につながるような、那珂川市と連携した産

業支援への取り組み 

⚫ 那珂川市の地域資源を活かした新商品開発と地域による横展開 

⚫ 那珂川市の魅力を知ってもらうためのモニターツアー等の開催 

⚫ 那珂川市中小企業振興条例に基づく施策推進 

 

② 福岡女子商業高等学校及び福岡商工会連合会と連携した地場小規模市業者の商品開発

支援 

 那珂川市にある福岡女子商業高校では平成 19年から 19 年に渡り、生徒自ら様々な

企業から商品を仕入れ、店長・仕入部長・経理部長・広報部長など色々な役回りを行

いながら経営実践（販売実習）を行う『女子商マルシェ』を行っており行っており、

商工会と連携して新たな那珂川市の特産品開発や地場小規模事業者の新商品開発を進

める。また新たに企画した商品については福岡商工会連合会が運営するアンテナショ

ップであるＤＯＣＯＲＥ（どぉこれ）と連携しテスト販売を行う。 

 

③ 市内金関関による地域活性化への取組 

市内４金融関関（※）（福岡銀行那珂川支店、西日本シティ銀行那珂川支店、佐賀銀

行那珂川支店、福岡中央銀行鶴田支店）と年 2回程度の勉強会及び情報交換会を開催

するとともに、地域振興に係る事業に参画を要請する。 

 

    ※：上記 4金融関関は那珂川市の制度融資の取り扱い金融関関として当商工会との接触

が多く企業育成のため情報の共有や協力が特に必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和 7年 12月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発

達支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体

制 等） 

 

下記の組織体制より全職員で経営発達支援事業を推進する。 

 

 

 

那珂川市内小規模事業者 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

役員 事務局 

会長（1） 事務局長（1） 

副会長（2） 法定経営指導員（1） 

理事（26） 経営指導員（2） 

監事（2） 経営支援員（5） 

 

那珂川市商工会 

 

 

 

 

 

那珂川市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連
携 

 

経 営 力   

再 構 築   

伴走支援 

評価・改善 

那珂川市経営発達支

援事業評価委員会 

・中小企業診断士 

・那珂川市 

・福岡県商工会連合会 

・事務局長 

・法定経営指導員 

・経営指導員 



 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営

指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

 氏 名 横田 健一 

 連絡先 那珂川市商工会 TEL：092（952）2949 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・見

直しをする際の必要な情報の提供を行う。 

 

③広域経営指導員の当否 

 申請書に記載の経営指導員 横田健一は施行規則第 7 条第 2 項に規定する広域経営指導員に該当

しない。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

那珂川市商工会 

〒811-1242 福岡県那珂川市西隈 3-1-10 

TEL：092（952）2949 FAX：092（952）9101 

e-mail：nakagawa@shokoukai.ne.jp 

 

②関係市町村 

那珂川市 地域振興課 

〒811-2392 福岡県那珂川市大字安徳 702番地 1号 

TEL：092（408）9864 FAX：092（953）4563 

e-mail：tiiki@city-nakagawa.fukuoka.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nakagawa@shokoukai.ne.jp


 

 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11 年度 令和 12年度 

必要な資金の額 4,026 4,026 4,026 4,026 4,026 

 

3．地域経済動向調査 

4．需要動向調査 

5.経営状況分析 

6.事業計画策定支援 

 （セミナー） 

 （専門家派遣） 

 （旅費） 

7.事業計画策定後の

実施支援 

 （専門家派遣） 

 （旅費） 

8.新たな需要開拓に

寄与する事業 

  （出展料等） 

  （旅費） 

9.経営指導員等の資

質向上等 

 （専門家派遣） 

 （旅費） 

10．他の金融関関と

の連携を通じた

支援ノウハウ等

の情報交換 

 

0 

0 

0 

1,026 

（990） 

（0） 

（36） 

0 

 

（0） 

（0） 

3,000 

 

2,700 

300 

0 

 

（0） 

（0） 

0 

0 

0 

0 

1,026 

（990） 

（0） 

36 

0 

 

（0） 

（0） 

3,000 

 

2,700 

300 

0 

 

（0） 

（0） 

0 

 

0 

0 

0 

1,026 

（990） 

（0） 

36 

0 

 

（0） 

（0） 

3,000 

 

2,700 

300 

0 

 

（0） 

（0） 

0 

0 

0 

0 

1,026 

（990） 

（0） 

36 

0 

 

（0） 

（0） 

3,000 

 

2,700 

300 

0 

 

（0） 

（0） 

0 

0 

0 

0 

1,026 

（990） 

（0） 

36 

0 

 

（0） 

（0） 

3,000 

 

2,700 

300 

0 

 

（0） 

（0） 

0 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

会費、国補助金、県補助金、市補助金など 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 


